
1 

 
 

 

公
布
さ
れ
た
規
則
の
あ
ら
ま
し 

○ 

佐
賀
県
立
総
合
看
護
学
院
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
一
三
号
） 

１ 

佐
賀
県
立
総
合
看
護
学
院
の
助
産
学
科
の
定
員
を
一
〇
人
か
ら
一
二
人
に
変
更
す
る
こ

と
と
し
た
。
（
第
九
条
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○ 

佐
賀
県
立
佐
賀
コ
ロ
ニ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
一
四
号
） 

１ 

佐
賀
コ
ロ
ニ
ー
の
利
用
定
員
を
一
九
〇
人
か
ら
一
六
五
人
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
九
条
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○ 

佐
賀
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第

一
五
号
） 

１ 

保
険
法
の
施
行
に
伴
い
、
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
へ
の
加
入
等
申
込
書
に
重
要
事

項
説
明
に
係
る
確
認
欄
を
追
加
す
る
等
関
係
様
式
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と

し
た
。
（
様
式
第
一
号
、
様
式
第
二
号
、
様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
六
号
の
二
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○ 

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
一
六
号
） 

１ 

身
体
障
害
者
手
帳
が
交
付
さ
れ
る
障
害
の
範
囲
に
肝
臓
の
機
能
の
障
害
が
追
加
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
医
師
の
診
断
書
及
び
意
見
書
に
肝
臓
の
機
能
の
障
害
に
係

る
も
の
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。
（
様
式
第
六
号
関
係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

○ 

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
一
七
号
） 

１ 

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機

関
指
定
申
請
書
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（
様
式
第
二
号
そ
の
一
関

係
） 

２ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 


